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自殺対策基本法及び
自殺総合対策大綱

第1節

１　自殺対策基本法の概要
平成18年10月25日に施行された自殺対策基
本法は、自殺対策の基本理念を定め、国、地
方公共団体、事業主、国民のそれぞれの責務
を明らかにするとともに、自殺対策の基本と
なる事項を定めること等により、自殺対策を
総合的に推進して、自殺防止と自殺者の親族
等に対する支援の充実を図り、国民が健康で

生きがいを持って暮らすことのできる社会の
実現に寄与することを目的としている。
自殺対策基本法により、内閣官房長官を会
長とし、関係閣僚を構成員とする自殺総合対
策会議が内閣府に設置され、また、政府が推
進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ
総合的な自殺対策の大綱を定めることとされた。

２　自殺総合対策大綱による取組
⑴　自殺総合対策大綱の概要
自殺対策基本法の規定に基づく初の自殺対
策の大綱を策定するに当たっては、内閣府に
おいて有識者による「自殺総合対策の在り方
検討会」が開催された。大綱の素案は、同検
討会がとりまとめた報告書「総合的な自殺対
策の推進に関する提言」を踏まえて内閣府に
おいて作成され、平成19年 6 月 8 日、自殺総
合対策会議において大綱案と決定された。同
案は同日自殺総合対策大綱として閣議決定さ
れた。
自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法が制
定され国を挙げて総合的な自殺対策を推進す
ることとなった我が国の自殺をめぐる現状を
整理するとともに、
〈自殺は追い込まれた末の死〉
〈自殺は防ぐことができる〉
〈自殺を考えている人は悩みを抱え込みな
がらもサインを発している〉

という自殺に対する三つの基本的な認識を示
している。また、自殺対策基本法第 2条の四
つの基本理念及び自殺総合対策の在り方検討
会の報告書を踏まえ、
〈 1〉社会的要因も踏まえ総合的に取り組む
〈 2〉国民一人ひとりが自殺予防の主役と

なるよう取り組む
〈 3〉自殺の事前予防、危機対応に加え未

遂者や遺族等への事後対応に取り組
む

〈 4〉自殺を考えている人を関係者が連携
して包括的に支える

〈 5〉自殺の実態解明を進め、その成果に
基づき施策を展開する

〈 6〉中長期的視点に立って、継続的に進
める

という自殺対策を進める上での六つの基本的
考え方を示すとともに、世代ごとの特徴を踏
まえた自殺対策を推進する必要があることか
ら、青少年（30歳未満）、中高年（30歳～64
歳）、高齢者（65歳以上）の 3世代に分けて、
各世代の自殺の特徴と取り組むべき自殺対策
の方向を示している。
また、当面、特に集中的に取り組むべきも
のとして、自殺対策基本法の九つの基本的施
策に沿って、 9項目について48の施策を設定
している。
さらに、自殺対策の数値目標については、
平成28年までに、平成17年の自殺死亡率を
20％以上減少させることと設定し、国及び地
域における自殺対策の推進体制、自殺総合対
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